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国内個別出展支援事業費補助金 

募集のご案内 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

和歌山県及び（公財）わかやま産業振興財団では、国内展示会へ出展する県内中小企業者等に対して、

その経費の一部を補助します。 

つきましては、下記のとおり補助事業の募集を行います。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

１. 補助対象となる方 

① 産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号）第２条第 22 項に規定する中小企業者及び同条第

29 項第 1 号、第 3 号及び第 5 号に規定する創業者で、県内に本社又は事業所を有する方 

② または、上記①を満たす方３者以上から構成される「中小企業者グループ」(※) 

（※）「公益財団法人わかやま産業振興財団 国内個別出展支援事業費補助金 交付要綱」第２条第２項の規定による 

   

２. 補助対象となる事業 

・事業内容 自社で開発した商品等の販路開拓のため、国内の専門展示会へ出展する事業 

・補助額  10 万円以上 50 万円以内 

  ・補助率  補助対象経費の２分の１以内 

 

３. 補助事業期間 

交付決定日～令和６年３月２９日（金）まで 

 

４. 補助対象経費 

小間料／会場装飾料／借料及び損料／配布資料等の作成費／保険料／その他経費のうち理事長が 

必要かつ適当と認める経費 

  ※オンライン展示会への出展登録料は小間料となります 

  ※詳細については別紙「交付申請時の補助対象経費について」をご参照ください 

 

５. 応募について 

〔募集期間〕令和５年２月１３日（月）～ 令和５年３月１５日（水） ※17 時必着 

〔応募方法〕「６．提出書類」を揃えて、「９．問合せ先」まで持参又は郵送でご提出ください。 

      なお、応募の際は必ず「公益財団法人わかやま産業振興財団 国内個別出展支援事業費 

補助金 交付要綱」をご確認ください。 
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６. 提出書類 
  

（１）補助金交付申請書（word） 

（２）事業計画書（excel） 

（３）収支予算書（excel） 

（４）事業内容の詳細がわかる書類の写し（展示会並びに商品の内容） 

（５）経費の積算根拠となる書類（見積書等）の写し 

（６）直近２か年分の財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）の写し 

（７）直近２か年分の法人税又は所得税申告書の写し 

（８）和歌山県税の納税証明書（県税に未納がないことを証明するもの。中小企業

者グループで申請する場合は全構成者のもの） 

※発行から３か月以内のものに限る（コピー可） 

（９）その他参考資料（会社概要、製品案内ほか） 

 

７. 留意事項 

（１）中小企業の内、次のいずれかに該当する者（みなし大企業）は、この事業の補助対象者とは 

なりません。 

 

 

 

 

（２）補助対象となる事業に要する経費が、国、県その他の機関の補助金で既に交付を受けている 

又は今後受ける予定がある場合、当該経費は補助の対象となりません。 

（３）補助金は精算払いです。出展事業終了後に提出された実績報告書をもとに、補助対象経費に 

係る支出根拠書類等を確認した後に支払いとなります。 

（４）補助金交付の可否や補助金額については、審査会での審査結果をもとに決定します。 

（５）本事業は和歌山県及び公益財団法人わかやま産業振興財団の令和５年度予算の成立が前提と 

   なります。 

 

８. 審査について 

提出いただいた事業計画書等について審査会で審査し、審査結果をもとに、補助金の交付の可否及 

び補助金額を決定します。なお、本補助金の交付を初めて受けられる事業者を優先します。 

 

９. 問合せ先 

  〒640-8033 和歌山市本町二丁目１番地 フォルテワジマ６Ｆ 

  公益財団法人わかやま産業振興財団 経営支援部 企業支援班 担当：中筋・日髙・中尾 

  TEL 073-432-3235 ／ FAX 073-432-3314 

  E-mail kigyou@yarukiouendan.jp 

・発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している中小企業 

・発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の２以上を大企業が所有している中小企業 

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の１以上を占めている中小企業 


